
別紙１ 利用料金表 (SDPF, SDPF サポートサービス) 

１ 適用 

本サービスに係る利用料金は、以下に分類するとおりとします。なお、利用規約にお

いて「利用料金」とは本サービスに係る全ての対価の総称を意味するものとします。 

（１） SDPF 利用料金 

（２） SDPF サポートサービス利用料金 

 

契約者の SDPF アカウント利用開始日が属する月から、SDPF サービス利用状況に応じた利

用料金とサポートサービス利用料金が発生します。 

 

 当社は、当月分の利用料金を翌々月末までに請求いたします。 

 

２ 利用料金 

（１） SDPF 利用料金 

SDPF 利用規約の料金表に定める利用料金に 90％を掛けた金額となります。 

 

（２） SDPF サポートサービス利用料金 

SDPF 利用料金の 5％がサポート料金として課金されます。 

※本サービス利用開始日から発生します。 

    ※複数アカウントを利用の場合、アカウント単位で課金されます。 

 

 


